
昨年10月に改正された育児・介護休業法 

昨年 10 月の育児・介護休業法の改正で、

育児について小学校就学前の子供を養育す

る労働者に「フレックスタイム制、始業・終

業時刻の繰り下げまたは繰り上げ、育児短

時間勤務、保育施設設置」などに加え「月 10

日以上のテレワーク」を含む複数の措置の

うち事業主に２つ以上を講ずることが義務

付けられました。 

在宅勤務の普及と定着 

 在宅勤務はオフィスの集中する都市部よ

り通勤の混雑を避けるために前から行われ

てはいましたが、新型コロナをきっかけに

期せずして多くの企業が導入するようにな

ったということです。今では出勤体制に戻

っている企業も多くなりましたが、在宅勤

務を新たに導入したり、継続しているとこ

ろも多い状況です。オンラインでの会議や

取引先とのうちあわせも一般的になりまし

た。 

 育児・介護と仕事の両立を図りたい社員

にとってテレワークが便利な働き方である

ことは確かで、今回の改正ではこうした状

況を受けて柔軟な働き方の１つの選択肢と

規定されました。 

テレワークは会社の社屋以外で勤務する

形態です。自宅以外にコワーキングスペー

ス、サテライトオフィス、移動中や、喫茶店

などのノマドワークも含まれます。育児・

介護のテレワークはおおむね在宅勤務が多

いものと思います。 

テレワークの働き方のルールを規定しよう 

① 勤務管理の方法  

出勤がないのですからタイムカードな

どに打刻はできません。始業・終業の時

刻を把握するにはパソコンやインター

ネットで業務を行うことが多いため利

用状況を業務用パソコンのログから確

認し、各日の労働時間を把握します。 

② 同時に mail や Chat で「業務を開始しま

す」「休憩のため離席します」「再開しま

す」「本日の業務を終了します」等連絡

を受けるようにするのがいいでしょう。 

③ 経費負担のルール 

テレワークについて通勤定期代の支給

をやめて、出勤した分の実費を払うこと

に切り替えた企業も多いようです。業務

に従事している時間の電気代、通信費の

負担に応じた在宅手当を支給するなど

の対応をとることもあります。 
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柔軟な働き方とテレワーク 

在宅で働く人

のメンタルヘ

ルスにも気を

配ろう 

mailto:info@str-tax.jp
http://www.str-tax.jp

